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Ⅰ 「日米経済対話」から日米貿易交渉へ

1．「日米経済対話」の設置

TPP（環太平洋パートナーシップ）を柱と

した日本の通商戦略は，2017 年 1 月に米国で

ドナルド・トランプ政権が発足したことによっ

て，大きな転換を迫られた。

発足直後の同月 23 日に，トランプ米大統領

は米国の TPP からの離脱を明らかにした。こ

れにより日本は，アジア太平洋地域における通

商戦略と，対米通商戦略の双方の見直しが必要

となった。

前者については，TPP に署名した米国以外の

11 カ国による新たな協定の締結へと舵を切り，

2018 年 3 月 8 日の「環太平洋パートナーシッ
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トランプ米政権の発足以降，日本は，米国の TPP（環太平洋パートナーシップ）復帰を最善策として，日

米 2 国間 FTA（自由貿易協定）の締結を回避する方策を模索し，「日米経済対話」，「FFR（自由で公正かつ

相互的な貿易取引のための協議）」という 2 国間協議の枠組みを構築した。しかし，慢性的な対日貿易赤字を

問題視し，日本市場へのアクセス拡大による対日貿易赤字の削減という具体的成果を短期間で得ることを目指

す米国は，中長期的な日米協力関係の強化と日米主導による多国間ルールの形成を目指す日本の姿勢に不満を

示し，2018年 9月の日米首脳会談において，日米貿易交渉の開始が合意された。

米通商代表部が公表した日米貿易交渉における「対日交渉目的」を検討したところ，交渉において米国は，

2018 年 11 月 30 日に署名された米墨加協定（USMCA）を土台とした交渉を日本に対して求めてくるとみ

られる。USMCA は，多くの規定を TPP から踏襲した上で，相手国市場のさらなる自由化やより高水準の

ルールといった米国の要望を一部追加したものとなっている。したがって，米国は TPP に一部要求を上乗せ

した内容を日本に求めてくると想定することができる

今後の交渉では，自動車や農産物分野をはじめ，厳格な原産地規則やいわゆる為替条項等，日本にとって厳

しい要求が米国から突きつけられることが予想される。日本企業は，米国市場の位置付けや日本国内を含む生

産拠点のあり方の見直し，グローバルなサプライチェーン・バリューチェーンの再編等の検討を始める必要が

あるだろう。

日米貿易交渉の開始と今後の展望
1)



プに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）」

の署名に至る過程を日本が主導した2)。CPTPP

は 2018 年 12 月 30 日に発効し，新規参加国を

受け入れる拡大の段階へと向かいつつある。

後者の対米通商戦略については，日本にとっ

ての最善策は米国のTPP復帰であった。CPTPP

の早期署名・発効を主導した日本の狙いのひと

つは，それによって米国の TPP 復帰を求める

米国内の圧力を高めることにあった。

しかし，トランプ政権は，多国間交渉よりも

2国間交渉を重視し，相手国に「公正で（fair），

相互主義的な（reciprocal）市場アクセス」を

求め，その実現のためには一方的措置の活用を

も辞さない姿勢を示していた3)。米国が慢性的

な貿易赤字を抱えている日本は，中国やメキシ

コ等とともに，その標的となることが予想され

た。

日本としては，米国のTPP復帰に向けた環境

を整えていくためにも，米国との 2 国間 FTA

（自由貿易協定）交渉の開始を回避する必要が

あった。トランプ政権の通商政策からすれば，

2 国間 FTA 交渉となれば，関税引き上げ等の

一方的措置発動の脅しの下で，TPP を上回る市

場開放や米国が望むルールの受け入れを迫られ

るのではないかとの懸念も日本国内にはあった。

そうした中，2017 年 2 月 10 日に開催された

トランプ大統領就任後初の日米首脳会談におい

て，日米 2国間の経済問題を議論する場として

「日米経済対話」を設置することが合意された。

同対話を広範な経済問題を扱う場とすること

で，議論が貿易投資問題に集中することを回避

しようというのが日本の狙いであったとされる。

2．「対話」から「協議」へ

2017 年 4 月 18 日には，マイク・ペンス米副

大統領が来日し，麻生太郎副総理との間で日米

経済対話の第 1 回会合が開催された。同会合で

は，同年 2月の首脳会談での合意に基づき，①

貿易及び投資のルール・課題に関する共通戦

略，②経済及び構造政策分野での協力，③分野

別協力，という 3 つの柱で同対話を進めていく

ことが確認された。

第 1 回会合の結果明らかになったのは，同対

話を通じて実現すべき目標について日米両国が

同床異夢であることであった。麻生副総理は，

日米による貿易投資ルールの策定やそのアジア

太平洋地域への拡大，経済・金融や個別分野で

の日米協力を重視する姿勢を明確にした。

他方，ペンス副大統領は，2 国間交渉で成果

を上げることを重視するトランプ政権の方針を

示し，同対話を通じた日本の貿易障壁の解消や

公平な競争条件の整備により，米国の輸出業者

の日本市場へのアクセス拡大を求める姿勢を明

らかにし，将来の 2 国間 FTA 交渉開始の可能

性にも言及した。

同対話を通じ，中長期的な日米協力関係の強

化と日米主導による多国間ルールの形成を目指

す日本と，慢性的な対日貿易赤字を問題視し，

日本市場へのアクセス拡大による対日貿易赤字

の削減という具体的成果を短期間で得ることを

目指す米国という両国の思惑の違いは明らかで

あった。

同年 10 月 16 日には第 2 回会合が開催された

が，米国が望むような進展はなく，「日米経済

対話」という枠組みへの米国の不満が募って

いった。

こうした米国の不満に対処すべく，2018 年 4

月 17-18 日の日米首脳会談において日本は，米

国が重視する貿易投資問題により集中した議論

を行う新たな枠組みの設置を提案した。その結
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果，日米両首脳により，「自由で公正かつ相互

的な貿易取引のための協議（FFR：talks for

free, fair and reciprocal trade deals）」の設置が

合意された。日米経済対話は，FFR からその

議論の内容につき報告を受けることとされた。

米国は，日米経済対話に代わって FFR を主

戦場とすることで，米国の対日貿易赤字削減に

つながる日本市場のさらなる開放を速やかに実

現することを狙っていた。それに対して日本

は，FFR で協議を続けることで，日米 FTA

交渉の開始を回避し，米国の TPP 復帰を促し

ていくことを考えていたとされる。そのため，

FFR においても，日米両国が同床異夢である

状況が続くことになった。

3．日米貿易交渉の開始

しかし，FFR を設置した日本の狙いは大き

く外れることになった。2018 年 8 月 9-10 日と

9 月 25-26 日に開催された 2 回の FFR 会合を

経て，同年 9 月 26 日の日米首脳会談で日米貿

易交渉を開始することが合意された。

日米貿易交渉を開始するにあたり，米国は日

本に対して 2つの約束をした。ひとつは，同交

渉中は自動車・同部品に関する 1962 年米通商

拡大法第 232 条に基づく追加関税を日本に課さ

ないことである。米国は当時，鉄鋼・アルミ製

品に続き，自動車・同部品について国家安全保

障への脅威を理由に高率の追加関税を課すこと

を検討中であった。自動車・同部品は日本の対

米輸出総額の 4 割弱（約 5.4 兆円，2017 年）

を占めており，これに高関税を課された場合，

日本の経済や雇用等に大きな影響が出ることが

予想された。これを避けることは，日本にとっ

て最重要の課題のひとつであった。

もうひとつは，日米貿易交渉における日本の

農林水産物の自由化については，TPP を含む

日本の既存の EPA（経済連携協定）における

市場アクセス水準を上限とするという日本の立

場を米国は尊重することである。日本国内に

は，米国と貿易交渉を始めれば，農林水産物に

ついて米国からこれまでにない高い水準の自由

化を求められるのではないかとの強い懸念が

あった。この約束は，こうした懸念に応えるも

のであった。

日本は，国内に不安の声があったこれら 2 点

について米国の理解を得られたことと引き替え

に，日米貿易交渉の開始に合意したとみること

ができるだろう。

Ⅱ 日米貿易交渉の主な論点

1．米国の「対日交渉目的」

米国では，貿易交渉開始にあたり，2015 年

大統領貿易促進権限（TPA）法により，交渉

開始 90 日前までにその旨を議会に通知し，ま

た，交渉開始 30 日前までに具体的な交渉目的

を公表することが政府に義務付けられている。

トランプ政権は，日本との交渉開始に関する通

知を 2018 年 10 月 16 日に行い，対日交渉に向

けた公聴会の開催等を経て，同年 12 月 21 日に

「米日貿易協定（USJTA：United States-Japan

Trade Agreement）交渉─具体的交渉目的の

概要」（以下，「対日交渉目的」）を公表した4)。

22 項目からなる「対日交渉目的」は，TPA

法に基づいて設定されているため，同じく同法

に基づいて設定された NAFTA 見直し交渉時

の交渉目的5) と大変よく似た内容となっている

（図表1）6)。

したがって，対日貿易交渉において米国は，

NAFTA 見直し交渉によって 2018 年 11 月 30
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日に署名された米墨加協定（USMCA）を土台

とした要求を日本に対して行ってくるとみられ

る。USMCA は，多くの規定を TPP から踏襲

した上で，相手国市場のさらなる自由化やより

高水準のルールといった米国の要望を一部追加

したものとなっている。したがって，米国は

TPP に一部要求を上乗せした内容を日本に求

めてくると想定することができる7)。

この新たに始まる交渉を，米国は「米日貿易

協定（USJTA）」交渉と呼び，日本は「日米物品

貿易協定（TAG：Trade Agreement on goods）」

交渉と呼んでいる。この呼称の差異に表れてい

るように，交渉の対象範囲について，日米両政

府の説明は必ずしも一致していないが，TPP

のような包括的な FTA へと将来発展する可能

性を持ちつつも，当面は物品貿易交渉が中心に

なるとみられる。

そこで以下では，物品貿易を中心に米国の

「対日交渉目的」を検討し，TPP との比較に

よって，その要求の水準，つまり，日本にとっ

ての受け入れの難易度を探る。

2．物品貿易

物品貿易における米国の目的は，「米国の貿

易収支を改善し，対日貿易赤字を削減する」こ

とである。トランプ政権は，歴代の米政権と比

べても，貿易交渉においてこの点を極めて重視

している。

（1）工業製品（自動車）

工業製品に関する米国の主目的は，工業製品

については，「包括的な無関税市場アクセス

（comprehensive duty-free market access）の

確保」と，「米国の輸出を抑制している非関税

障壁に対処する規律の強化」である。

前者に関しては，米国は，対日貿易赤字の最

大の要因となっている自動車貿易における赤字

削減に焦点を当て，そのための特別の規定を盛

り込むとしている。自動車につき，「公正でよ

り衡平な貿易とするために必要な追加的条項を

確保する」とされ，それには「非関税障壁に対

処するための条項」や「米国における生産や雇

用の増大のための条項」を含むとされている。

2018 年 9 月の日米首脳による合意で米国は日
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表1 米国の「対日交渉目的」の項目

物品貿易 国有・国営企業

衛生植物検疫（SPS） 競争政策

税関・貿易円滑化及び原産地規則 労働

貿易の技術的障害（TBT） 環境

良き規制慣行 腐敗防止

透明性・公表・行政措置 貿易救済

サービス貿易（電気通信及び金融含む） 政府調達

デジタル貿易と越境データ移転 中小企業

投資 紛争解決

知的財産 一般規定

医薬品・医療機器の手続的公正性 為替

（資料）USTR, United States-Japan Trade Agreement (USJTA) Negotiations; Summary

of Specific Negotiating Objectives, December 2018より，筆者作成



本に対して 2つの約束をしたことを先に述べた

が，この際日本は，日米貿易交渉の結果を米国

の自動車産業の製造や雇用の増加につながるも

のとすべきであるという米国の立場を尊重する

との約束をしている。この点が「対日交渉目的」

にも明記された。

後者については，「規制の適合性（regulatory

compatibility）向上に関する約束の確保」が目

的として掲げられ，その対象として，自動車に

加えて医薬品，医療機器，化粧品，情報通信技

術機器，化学品が例示されている。

TPP においては，自動車につき，TPP 協定

における日米合意（附属書 2-D付録D-1）や，

TPP 交渉とともに行われた日米並行交渉にお

ける合意（サイドレター）8) に「非関税障壁に

対処するための条項」9) 等が含まれている。ま

た，規制の適合性についても，TPP には「規制

の整合性（Regulatory Coherence）」章（第 25

章）が盛り込まれている他，「貿易の技術的障

害」章（第 8 章）に「情報通信技術産品」（附

属書 8-B），「医薬品」（同 8-C），「化粧品」（同

8-D），「医療機器」（同 8-E）等の附属書が設

けられている。これらの規定により，米国が要

求している点には基本的に対応しているとみら

れる。

ただし，今後の日米交渉で米国は，これらの

合意に新たな要求を追加してくることが想定さ

れる。特に自動車に関しては，USMCA で米

国は，これまでになく厳しい原産地規則を求め

たのに加え，米国の自動車・同部品輸入につ

き，一定の数量・金額を超えた分に MFN（最

恵国待遇）税率を超えた関税を課す場合を想定

した，事実上の数量規制といわれる措置に関す

るサイドレターを米墨間，米加間でそれぞれ交

わしている10)。日本に対しても，極めて厳格

な原産地規則（後述）や事実上の対日輸入数量
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表2 USMCAにおける合意事項の例

項目 概要
日米合意に同様の規定が

盛り込まれた場合に想定しうる影響

原産地

規則
・極めて厳格な原産地規則（高い域内原産割合等）

・対米輸出品での域内調達率引き上げが必

要に

事実上の

数量規制

・米は自動車・部品輸入につき，一定数量・金額超過分に

MFN税率を超えた追加関税（232 条措置）賦課も

・米が追加関税を課した場合，墨加は同規模の対抗措置の発動

が可能。WTOへの申立の権利を留保

・規定される「一定数量・金額」，「追加関

税」の水準によっては対米輸出減→国内

生産減も

為替条項

・外貨準備，介入額等の開示義務。義務違反が継続し，協議で

も解決しない場合は紛争解決手続も利用可

・紛争解決手続で義務違反が認定された場合は，申立国は相当

の譲許の停止が可能

・競争的切り下げ等に関する協議メカニズム導入

・いわゆる「制裁関税」の発動とはならな

いものの，為替相場等への影響のおそれ

も

・TPP では「マクロ経済政策当局間の共

同宣言」で為替につき合意

非市場

経済国

とのFTA

・非市場経済国との FTA 締結の意図を有する締約国は，他の

2カ国に対し，①交渉開始 3 カ月前までに通知し，②署名 30

日前までに協定全文を開示

・当該他の 2 カ国は，USMCA の終結（6 カ月前通知）と 2 国

間協定への移行を求めることができる。当該協定では，

USMCA の一部条項を除外することができる

・本規定を含む日米合意が早期に実現した

場合，RCEP や日中韓 FTA 交渉に影響

も

（資料）USMCA より，筆者作成



規制を要求してくることが十分に考えられる

（図表 2）。日本にとっては，いずれも受け入

れ難い要求といえるだろう。

（2）農産品

農産品については，「関税の削減及び撤廃に

よる包括的な市場アクセス（comprehensive

market access）の確保」が第一の目的として

掲げられている。これは，工業製品と比べる

と，関税の「削減」が含まれていることや，

「無関税（duty-free）」の文言が除かれている

といった違いがある。

ただし，日米共同声明で「農林水産品につい

て，過去の経済連携協定で約束した市場アクセ

スの譲許内容が最大限であること」という日本

の立場を米国が尊重するとしたことについての

言及はない。TPP における農林水産品の関税

撤廃率は，日本はこれまでの EPA で最も高い

82.3％（関税品目数基準，HS2012），米国は

99.2％（同）である11)。

続いて，「米国の市場アクセス機会を不当に

減少させ，または，米国の損害となるように農

産品市場を歪曲する慣行を廃止する」として，

その慣行の例として，①差別的な非関税障壁，

②国家貿易企業等による不公正・貿易歪曲的行

為，③関税割当の運営における制限的ルール，

の 3点を挙げている。米国は，日本のコメや小

麦等の一部農産品の輸入制度を問題視してお

り，これらの制度及びその運営方法が「農産品

市場を歪曲する慣行」として交渉対象となる可

能性がある。

その他には，「規制の適合性向上の促進」，

「農業バイオテクノロジーを通じて開発された

製品の貿易に関する個別の約束の確立」が挙げ

られている。これらの点は，TPP では，「衛生

植物検疫措置（SPS）」章（第 7 章）や「現代

のバイオテクノロジーによる生産品の貿易」規

定（第 2.27 条）等で基本的に対応していると

みられる。ただし，工業製品同様，今後の交渉

で米国が TPP を上回る要求をしてくる可能性

がある12)。

（3）原産地規則

原産地規則については，USMCA において

自動車・同部品を中心にこれまでにないほどに

厳格な原産地基準が設けられたが，日米交渉に

おいても，自動車・同部品を中心にかなり厳格

な原産地基準を設けるよう米国は求めてくると

みられる。

対日交渉目的では，「協定の利益が米国及び

日本で真に製造された製品にもたらされるよう

な原産地規則を作成する」，「原産地規則が日米

両国，特に米国の生産を奨励するよう確保す

る」との目的が明記されている。これらは，

2018 年 9 月の日米首脳による合意における，

日米貿易交渉の結果を米国の自動車産業の製造

や雇用の増加につながるものとすべきであると

いう米国の主張を具体化したものといえる。

一般に，貿易協定の原産地規則では，例え

ば，付加価値基準における閾値（域内原産割

合）を高く設定し，協定締約国内での調達比率

を高めることを企図するものが少なからずみら

れる。しかし，その場合でも，通常は特定の締

約国における調達比率を高めることを規定する

ことはない。特定の締約国が輸入国である場

合，そのような規定を満たすには，輸出締約国

は輸入締約国から多くの部品・材料を調達して

自国で最終製品とし，再度当該輸入締約国に輸

出しなければならなくなる。

NAFTA 見直し交渉において，米国は一時
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「米国原産割合」の導入を主張したが，後に撤

回している13)。たとえ関税が撤廃されたとし

ても，当該品目の原産地規則が輸出締約国が満

たせないほどに厳格なものとなれば，その関税

撤廃は無意味である。今後の交渉において，米

国が「特に米国の生産を奨励する」ような原産

地規則としてどのような基準を要求してくるの

か，注意を要する。

3．その他の注目される規定

物品貿易以外の分野で注目すべき規定とし

て，いわゆる「為替条項」と「非市場経済国と

のFTA」規定がある。

（1）為替条項

為替については，「効果的な国際収支の調整

を阻害するために，あるいは，不公正な競争優

位性を獲得するために，日本が為替操作を行う

ことを回避することを確保する」ことが目的と

されている。これは，NAFTA 交渉目的にも

同旨の文言があり，日本についてのみ特記され

たものではないが，米財務省による半期ごとの

「為替報告」14) で日本は「監視リスト」に入れ

られているように，米国内には日本の為替政策

に対する警戒感がある。

TPP では，協定本文に為替に関する規定は

ないが，「前文」に「締約国関連当局による適

当な場における為替に係る事項を含む経済全般

に関する協力」との文言がある。これに基づ

き，全締約国財務相による「TPP 参加国のマ

クロ経済政策当局間の共同宣言」（以下，「マク

ロ経済政策共同宣言」）が発出されている15)。

同宣言で各当局は，「自国が IMF（国際通貨基

金）協定のもと，効果的な国際収支の調整の阻

害又は不公正な競争優位性の獲得を目的とした

為替レート又は国際金融システムの操作を回避

することを義務付けられていることを確認」

し，「透明性と報告」及び「マクロ経済政策に

関する協議」につき合意した。

USMCA には，「マクロ経済政策と為替問

題」章（第 33章）が設けられた。その趣旨は，

TPP「マクロ経済政策共同宣言」と同様であ

るが，外貨準備高や為替市場への介入実績等の

開示を含む「透明性と報告」が法的義務とされ

（第 33.5 条），締約国による同義務の不履行が

継続し，協議によっても是正されない場合に，

他の締約国が紛争解決手続に申し立てることが

できるようになった点が異なっている（第

33.8 条）。パネルが被申立締約国の協定違反を

認定した場合，申し立てた締約国は「利益の停

止（suspension of benefits）」を行うことが可

能であるが，停止される利益は被申立締約国に

よる「透明性と報告」義務違反によって生じた

不利益を超えるものであってはならないとされ

ている（第 33.8条第 4項）。したがって，相手

国の為替操作を理由に，それによる不利益を相

殺するための制裁関税を課すといった措置が認

められているわけではない。

ただし，米国内には，日本との貿易協定には

USMCA の規定を上回る強制力のある規定が

盛り込まれなければならないとの声もある。日

本は，為替は財務相間で議論すべき問題であ

り，貿易協定の枠外であるという立場をとって

おり，今後日米交渉で本問題について米国と対

立する局面が生じることも想定される。

（2）非市場経済国との FTA

対日交渉目的には，日本が非市場経済国と

FTA を交渉する場合に，透明性を確保し，適

切な行動をとることができるようなメカニズム
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を採用すること，という目的が明記された。

USMCA（第 32.10 条）には，締約国が非市

場経済国と FTA 交渉を開始する場合には，当

該締約国は，(a)交渉開始 3 カ月前までに他の

締約国に交渉開始の意図を通知すること，(b)

他の締約国の要請に応じて交渉目的に関する情

報を提供すること，(c)署名の 30 日前までに他

の締約国に協定全文を検討する機会を与えるこ

と，が規定されている。また，締約国が非市場

経済国と FTA を締結する場合，他の締約国は

6 カ月前に通知することにより USMCA を終

結させることができ，他の締約国間の 2国間協

定に置き換えることができるとされている。こ

の場合の「非市場経済国」は，USMCA 署名

日において締約国が自国の貿易救済法上「非市

場経済国」に指定し，いずれの締約国とも FTA

を署名していない国，と定義されている。

この規定において，「非市場経済国」として

想定されている国の筆頭は中国であるとみられ

るが，同様の規定が日米協定にも盛り込まれ，

それが早期に発効した場合には，現在日本が交

渉中で中国も参加している RCEP（東アジア地

域包括的経済連携）や日中韓 FTA にも影響が

及ぶことになる。

おわりに

米国の TPP 復帰を最善策として，日米 2 国

間 FTA の締結を回避するいう日本の対米通商

戦略は，日米経済対話及び FFR という枠組み

の構築によって進められてきたが，トランプ政

権発足から 2年が経過した現在，事実上の日米

2 国間 FTA 交渉の開始へと至った。米国の

TPP への復帰の目途も立っていないのが実情

である。

米国の「対日交渉目的」からは，今後の日米

貿易交渉において，米国は TPP に一部要求を

上乗せした内容を日本に求めてくると想定され

る。上乗せ部分には，USMCA の規定を上回

る強力な為替条項等，日本が受け入れ難い要求

が含まれる可能性もある。

日本としては，米国と厳しく対峙するだけで

は問題を解決することはできない。CPTPP の

拡大や RCEP 交渉の早期妥結，WTO における

国家資本主義的政策やデジタル貿易に対応する

新たなルール形成16)，本年議長国を務める

G20 におけるグローバル・インバランスに関す

る議論の主導等，あらゆる手段を用いて，米国

の理解を得，圧力をかわし，また，米国に譲歩

を迫る必要があるだろう。

日本企業は，ここで示したような日米貿易協

定が合意された場合，どのような影響が自社の

事業活動に及ぶのか，今から検討しておく必要

がある。現時点では，交渉の対象範囲や開始時

期すら定かではないが，日米両国の政治日程等

を踏まえると，交渉が開始された後は比較的短

い期間で合意に至ることも想定される。米中貿

易摩擦の行方や USMCA の発効，英国の EU

離脱の影響等も合わせて考慮し，米国市場の位

置付けや日本国内を含む生産拠点のあり方の見

直し，グローバルなサプライチェーン・バ

リューチェーンの再編等，検討すべき点は少な

くない。今後の日米貿易交渉の行方を注視しつ

つ，検討を進めていく必要がある。
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